
〇建築物の敷地面積の最低限度について
※敷地面積の最低限度を制限している地区計画があります。 ・建築物の敷地面積の最低限度が110㎡の場合の事例

原則：1つの建物に1つの敷地が必要

敷地面積の最低限度が適用の除外となる場合

（例）建築物の敷地面積の最低限度が110㎡の場合

凡例： は敷地または土地の面積の例示

※基準日において隣接地が同一所有者の場合は、個別にお問い合わせください。

220㎡以上の敷地は分割しても110㎡を確保すれば、建築が可能です。
220㎡未満の面積の敷地の場合の例

建築基準法施行令で

は、「1つの建築物

または用途上不可分

の関係にある2以上

の建築物のある1団

の土地」として記載

されています。

2

1つの敷地

複数の筆

（公図や謄本で確認できる）

1つの筆

複数の敷地

1筆の大きな土地

に複数の敷地設定

を行っている事も

あります。

1

敷地面積が110㎡未満となっている。

（例）100㎡

（例）20㎡

（例）30㎡（例）50㎡

200㎡

建て替え

200㎡

110㎡ 90㎡

90㎡ 90㎡

10㎡

元の建築物の敷地

全部に加えても11

0㎡に満たない土地

90㎡

100㎡

元の建築物の敷地を

そのまま使用し建築

現に建築物の敷地に建築して

いる土地

90㎡ 90㎡ 180㎡ 90㎡ 90㎡

100㎡100㎡

10㎡
10㎡

地区計画決定時

110㎡以上の敷地

に通常の建築

90㎡の敷地に建築

はできません。敷地を110㎡と

90㎡に分割

現に存ずる所有権等がある土地

建て替え

または新築

90㎡

駐車場等

加えた敷地

２敷地を合わせて110㎡

以上に広げた土地建て替え

110㎡未満で再建

築はできません。
（元に戻せない）

㎡

都市計画法上この時点から制限がかかります。

20㎡

前面道路が2項道路で、セットバッ

クしていない場合

セットバック後の敷地が

220㎡以上ないと分割できません。

200㎡

ただし、以下の場合は適用の除外とな

ります。

・地区計画の決定前に、敷地面積がす

でに110㎡未満で、その敷地全てを一

つの敷地として使用する場合。

・地区計画の決定前から使用している

敷地をすべて使い、さらに加えても、

110㎡未満である場合。

・地区計画の決定以後に公共施設の整

備等により敷地面積が110㎡未満とな

り、その敷地全てを一つの敷地として

使用する場合。

90㎡の敷地に戻し

て建築できません。

敷地とは?

敷地とは・・・

筆とは・・・

土地の登記単位です。


